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戦後台湾における日本語政策(1945-1975)―政府公報を中心として 

 

日本は 1895 年から 1945 年まで台湾を支配した。この期間中、日本は台湾で教育を普及

し、台湾人は日本語を常用していた。台湾は 50年間の日本植民地統治を経て、1945年終戦

より中華民国の支配下に入った。中華民国政府にとって、台湾は理解できない外国語が使

用されていた土地であり、政府は台湾に残った日本文化を排除しようとした。そして日本

文化を排除する一環として日本語を払拭することにした。国を統治するため、政府の意思

の伝達問題を解決することは為政者にとって大切な任務である。そのため、言語政策は国

策に欠かせない重要な役割を有する。 

台湾は 1895 年より 50 年間日本の植民地統治を経て、日本語は台湾の人々の生活に深く

関わっていており、一朝一夕で変えられるものではない。中華民国政府の日本語に対する

制限は実際長期間に続き、また多岐にわたっていた。本研究では、政府がどこまで規制を

下したのかを解明するために、政府公報を調査した。政府公報は政府が発表した命令を集

約した政府出版物である。政府は政策を広めるため、公報を自主的に図書館などの行政機

関に配布しており、政府の出版物の中では広範囲で流通していた。このように政府公報は

一般国民向けに発表された日本語政策の変遷をみる上で重要な一次資料であると言える。

本研究は数種類の政府公報を主な研究資料として戦後台湾における政府の日本語政策の変

遷について研究を試みた。本研究は調査の始点を 1945 年に設定し、終点を台湾最初の総統・

蒋介石が死去した 1975年と定めた。 

本研究は政府が発表した命令の効力が台湾の全体に及ぶ公報として、『台灣省行政長官公

署公報』及び『臺灣省政府公報』を調査した。「台湾省行政長官公署」とは 1945 年から 1947

年まで存在し、1947 年 5 月に「台湾省政府」に改編された政府機関である。調査・作業は

次の手順で進めた。①公報内の日本語に関する内容を抜き出す。②公報から抜き出した内

容を分類する、③表またはグラフに整理する。これらに基づいて戦後 30年にわたる中華民

国政府の日本語政策を分析した。 

政府の日本語に対する命令は、『台灣省行政長官公署公報』及び『臺灣省政府公報』から

見ると終戦直後の 1946 年がピークであり、その後は全体的に漸減する傾向が見られた。1960

年以降は少なくなり、一見収束したように見える。1946年 1月から 10月 25日まで、『台灣

省行政長官公署公報』、雑誌と新聞に日本語の翻訳版－訳文版が付された。しかし翻訳版に

は原文がそのまま全て翻訳されたわけではない。このことで、一冊の公報に付された日本

語の翻訳版の情報は原文と異なる状況が生まれた。公報の日本語翻訳版が発行されたこと

は、中国語が理解できない当時の台湾人の事情を配慮したように見えるが、逆に中国語の

原文を欠くことで、情報伝達が不十分になる可能性がある。1946 年 10 月 25 日、日本語翻

訳版は「中国語の普及を妨げる」ものとみなされ、『台灣省行政長官公署公報』、雑誌、新

聞の日本語翻訳版は一部政府が指定した新聞、または特定された内容以外は排除されるこ

ととなる。このような状況が生まれたのは、台湾人が新しい情報を得る為に日本語を頼る
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面があり、また政府が政策宣伝に必要としたためである。日本語を排除しようとしながら、

同時に日本語に頼らざるを得なかった当時の日本語政策の一面を物語っている。 

日本語を制限する命令のうち、多数を占めていたのは日本式の町村名、地名の変更だっ

た。政府は道路に中国式の名前を付け、日本式の地名を中国式に変更した。日本式の町村

名や地名は、中華民国の偉人を記念する名前、或いは中華民族の思想や国策を代表する名

前に取り換えられた。 

道路名、地名の他、人名の変更が要求された。これには職業によって優先順位がみられ

た。まず鎮長、郷長、公務員、校長、医師などが先に改名を指示された。人々の模範とな

りうる職業であると見なされたためだろう。命令の件数は 1946年が最多である。その後に

1958年、1961年の二年ほど数の多い時期があり、これらは学生の名前変更が多い。政府は

学生の名前の多くが日本名のままであることに後から気づき、改名を勧めるよう学校に指

示したためである。 

改名の判断には基準が必要だが、当初、基準は存在しなかった。日本語の名前が中国式

の名前としても通用できるものがあったことが、基準の設定が難しい原因だったとみられ

る。『臺灣省政府公報』では 1967年に名前の改名の基準が発表された。男子の名前に「郎」、

「男」が付くもの、女子の名前に「子」が付くものは日本式の名前と見なされ、変更の対

象となった。1967 年以降、改名に関するリストや命令が『臺灣省政府公報』で発表される

ことはほぼなくなったが、これはすべての台湾人が名前を中国式に変えたためではなく、

単に本公報に掲載されなくなったためである。 

中華民国政府は台湾を統治し始めた後、多くの日本の言葉を中国語に変更しようとした。

そのため様々な分野にわたって言葉の入れ換えを指示した。例えば職業の言い方、日本語

の言葉の置き換え、野菜或いは原住民の呼び方の指定などがこの分類に含まれる。このよ

うな呼び方に関する命令の中で最も多く発表されたのは、原住民の呼称に関する命令であ

る。政府は原住民に対する差別意識をなくすため、政府機関や一般の人々に日本語の呼び

方をやめさせるほか、原住民のことを「山地同胞」と呼ぶよう計 5 回の命令を発表した。

ここまで述べた地名、道路名、人名、呼称は命令数の多いカテゴリーであるが、このほか、

機関名、会社名、商品名の日本語に対する命令も存在した。 

出版物について、政府は日本語で書かれた本、雑誌、または新聞を排除しようとした。

最初は日本を宣揚するもの、中華民国を批判、もしくは日本に占領されたことについて書

いたものは販売、貸出禁止となった。1946 年 1 月から政府は日本語の必要性を感じ、1946

年 10 月 25 日まで雑誌や新聞に日本語の翻訳を付した。雑誌、新聞を対象とした日本語翻

訳の排除とは異なり、日本語の書籍は思想に関わらないものは流通することが可能になっ

た。学校の図書館では書籍の他、雑誌類もこの基準で選別されることになった。1950 年代

以降、書籍、又は雑誌の輸入が許可され、台湾人が日本からの雑誌、書籍を目にすること

が多くなった。しかし輸入には検閲を受けなければならず、許可されたものは科学、医学、

農業、ラジオ技術関連、語学など専門的な分野が多くみられる傾向があり、またこれらの
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他にはファッション誌、女性誌がある。輸入が許可されたリストを見ると、これらの書籍

又は雑誌が必要な人は裕福かつ教育レベルの高い階層であったことが推測できる。 

中華民国政府は日本語を害毒と見なし、授業の際に使う言語、議員の発言、軍隊内での

会話、布教等様々な場所・タイミングでの日本語会話を制限した。政府機関の会議、軍隊

などは、中国語しか解せない外省人がいる場合がほとんどであり、日本語は言うまでもな

く制限の対象であった。会話の項目で一番多くを占めるのは学校で使用される言語に対す

る命令である。日本語の規制そのものがスピーチ・朗読コンテストのテーマになったこと

から、政府が教育の段階でいかに日本語を規制したかが窺える。政府は授業時、行政機関、

布教などで日本語の使用を禁止した。政府は日本語に対する規制を多く発表したが、一方、

政府の思いとは別に、人々が日本語に対するイメージには変化が見られた。政府は 1950年

代、台湾の中、高校生及び大学生たちが中国語を話せるのにもかかわらず、あえて日本語

で会話していることを公報で注意した。1950 年代以降は、輸入日本書籍を必要とした人々

の裕福なイメージも加わり、日本語をうまく話せることを格好よいことと思う社会的風潮

も存在した。 

以上は台湾全体を対象とした日本語に対する規制である。本研究は更に規制に対する地

域差を解明するため、南部と北部の代表的な地方政府公報－『臺北市政府公報』及び『臺

南縣政府公報』を調査した。この二つの政府公報の日本語に対して発表した命令を調査し

た結果、日本語制限に関しては次のことがわかった。命令の数量に差がみられ、『臺北市政

府公報』は 1104 冊発行されているが、日本語に関する命令は 1 件だけであった。これに対

し、『臺南縣政府公報』は 882 冊中 51 件あった。また、後者の中に記載された命令は歌舞

団等の演出団体に対する命令が若干多くみられることが特徴である。 

日本語の制限に関する政府の命令が地方政府レベルでどのように実行されたのか、今後、

すべての地方政府公報の関連内容を調査することで、戦後台湾の日本語に対する言語政策

の全貌を解明したい。 
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The Policy for Japanese Language in Taiwan (1945-1975) as documented in the Official 

Gazettes 

 

Language policy plays an important role for government’s ruling the country. It needs 

to be understood and accepted by all the people.  

Taiwan became independent of Japanese rule in 1945, and it came under the rule of 

Republic of China (ROC). At that time, the common language of Taiwan was Japanese. For the 

ROC officers, who came from the Mainland, Taiwan was a place where people spoke the 

language they don’t understand. So this new government issued regulations for prohibiting the 

use of Japanese and for spreading Mandarin instead. For example, the government ordered to 

sweep away all the publications written in Japanese within 10 months. However, a contradiction 

was that the government had to use Japanese in order to make people understand the policy. The 

number of regulations officially issued by the government amounted to maximum in 1946, 

although it decreased year by year. These regulations concern the use of Japanese language in 

various fields, such as personal name, conversation, and publications. 

For the purpose of revealing the official language policy in Taiwan, especially the 

Government’s attitude for Japanese language, I exhaustively surveyed the official gazette issued 

during 1945-1975 by the Taiwan Provincial government of ROC. In addition, I surveyed the 

official gazettes issued by local government in order to confirm if there was any incongruity 

between the policies of national government and local government.  
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５ 論文審査の結果の要旨 

台湾では日本統治下において日本語が「国語」とされた。特に 50 年間続いた日本統治の後

期においては皇民化政策によって日本語しか話せない若い人々も増えた。1945 年に日本統治

が終焉し、国民党政府の統治下に入ると、中国語が「国語」となった。本論文はこのような急

激な言語環境の変化について、主に政府公報に基づいて論じたものである。 

1945 年に大陸からやってきた新しい為政者にとって、日本語の禁止・中国語の普及は重要

な政策であった。しかし、社会、文化各領域での急激な脱日本化・中国化政策は、台湾民衆の

反発を招くことになる。1947 年におきた反政府暴動・親日知識人に対する弾圧事件（二・二

八事件）において、民衆側が外省人を見分けるために日本語を使用したことはよく知られてい

る。この事件以降 1987年まで、台湾は 40年近くに及ぶ戒厳令下に置かれることになる。 

本論文は、まず序章で先行研究をまとめ、第一章で調査対象資料と研究の意義について言及

している。戦後台湾の言語政策についての研究は、日本語禁止政策も含め従来も少なくないが、

客観的な資料を網羅的に調査した研究は少ない。本論文は、政府機関公報『臺灣省行政長官公

署公報』（1945-1947）、及びその後継公報である『臺灣省政府公報』(1947-現在)を主要資料と

した所に特徴がある。筆者が閲覧した資料は、30年間分、計 8817 冊に上る。また、地方の動

向を見るために台北市、台南市の地方政府広報も調査した。調査対象期間は、先行研究が、蒋

介石政権の台湾への移動(1949 年)、戒厳令の終結（1987 年）といった政治的転換を切れ目と

するのに対して、本論文は 1945 年以降、蒋介石死去までの 1975 年までの 30 年間を対象とす

る。 

 第二章は本論文の中核部分であり、『臺灣省行政長官公署公報』と『臺灣省政府公報』から、

日本語関係の通達を網羅的に抽出した上でジャンル別に整理し、数値データを図表の形で示し

ている。まず、日本語関係の通達総件数は、1946 年をピークとして減少し、1949 年（国共内

戦終結、蒋介石政権の台湾への移動）以降再び微増するが、1960 代にはかなり少なくなった

ことを明らかにしている。公報が語る日本語の制限或いは禁止は様々な領域に及んだ。具体的

には、日本式路名、地名の変更、日本式の氏名の変更（改名）、日本語語彙の変更、新聞・雑

誌・書籍等活字メディアにおける日本語禁止、さらには日本語での会話の制限等がある。ジャ

ンルごとに、具体的事例について通達の中身を検討することで、当時の国民党政府の動きと台

湾社会の動向が透けて見える記述となっている。例えば、改名に関する通達が出ても、日本式

の名前と中国式と区別が難しいこともあって政策は徹底しなかった。このことは政府が、やっ



と 1960 年代に入ってから、「女性なら“子”、男性なら“男”、“郎”などが付く名前は改めよ」

といった基準を通達したことに現れている。改名や日本語での会話の制限の対象は、まず社会

の模範となるべき公務員、教員や学生等の知識階層に向けられた。しかし、日本語は使用され

続けたことが窺われる。1950 年代以降、日本の書籍や雑誌の輸入が許可されたが、科学技術、

外国語など専門的分野のほかに、思想と関係しないファッション誌、女性誌などが許可された

ために、これらを通じて知識人や富裕層の間で依然として日本文化を格好よいものとみなす風

潮が保たれた。また、政府の政策の揺れが窺われる事例もある。例えば、1946 年、政策浸透

のために中国語による通達に日本語訳を付けた時期があったが、日本語訳は同じ年に消滅した。

社会の大転換期、混乱期において、政策の実行に腐心した政府と母語の変更を迫られた民衆の

せめぎあいがあったことが公報を読み解くことで明らかにされている。 

第三章では、政策の地方における浸透度を解明するために実施した『臺北市政府公報』、『臺

南縣政府公報』の調査結果をまとめ、政府機関公報を補っている。 

以上のように、本研究の特色は、「政府公報は一般国民向けに発表された日本語政策の変遷

をみる上では重要な一次資料である」という観点から、敢えて為政者側が発行した公報に絞っ

て調査したことである。その背景には、二・二八事件以降、長期に亙って沈黙を強いられた民

衆の声を客観的に検証することが困難であるという筆者の動機もある。しかし、この方法は、

客観性を保持するという点では長所であるが、為政者側の資料のみに依拠したことで論文が厚

みを欠ける結果となったことは否めない。また、先行研究は、終戦当時の台湾社会は日本語人

口が多数を占め、その読み書きの水準も高かったことを明らかにしているが、一方、中国語（北

京語）、台湾語（閩南語）などを話す人口がどの程度存在したかといった基本的な状況に筆者

が顧慮を欠く面があったことは惜しまれる。しかしながら、膨大な政府公報を一点ずつ丹念に

閲読した上で統計処理し、図表によって示したことは本研究の最大の功績であり、本論文に[資

料]として付された閲読結果の整理と分類も含めて、今後の関連研究に資するものと考えられ

る。因って、委員会全員一致により、本論文を博士学位論文にふさわしいものと認める。 

 

 

 

 


